
 

公益財団法人 山口県健康福祉財団 

 

人間ドック等検診補助事業実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、公益財団法人山口県健康福祉財団（以下「財団」という。）福利厚生

事業規程第４９条第２項の規定に基づき、人間ドック等検診補助事業の実施につい

て必要な事項を定めるものとする。 

２ 事業 

財団が指定する検診機関で実施する人間ドック等検診（以下「財団検診」という。）

に対して補助する。 

    なお、福利厚生事業加入施設等（以下「加入施設等」という。）が労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）第６６条に基づき実施する健康診断は、補助対象事業

とはならない。 

３ 補助額 

  財団検診に対する補助額は、前年度の実績、検診料金等を参考にして、毎年度、理

事長が別に定めるものとする。 

４ 検診種別等 

（１）検診種別 

    ア １泊２日人間ドック 

    イ 日帰り人間ドック 

    ウ 半日検診 

    エ 特別検診 

    （ア）脳ドック 

    （イ）乳がん検診・子宮がん検診 

    （ウ）胃がん検診 

（２）補助対象者 

    ア １泊２日人間ドック、脳ドック及び胃がん検診 登録職員 

    イ 日帰り人間ドック、半日検診及び乳がん検診・子宮がん検診 全国健康保険

協会に加入できない登録職員及び全国健康保険協会が指定する健診機関で実施

する生活習慣病予防健診（以下「生活習慣病予防健診」という。）の対象年齢以

外の者等生活習慣病予防健診が受診できない登録職員 

（３）指定検診機関 

   別紙「指定検診機関一覧表」のとおり 

（４）財団検診の申込み 

   加入施設経営者は、財団検診を受診し補助を受けようとする者を取りまとめ、

財団に対して財団検診申込書（第１号様式）により申込むものとする。 

（５）財団検診の決定と決定通知 

   財団は、財団検診の申込みを受け、受診を決定したときには財団検診決定通知 

書（第２号様式）により、加入施設等経営者に通知するものとする。 

（６）指定検診機関への検診実施依頼 

   財団は、財団検診の受診者を決定したときは、指定検診機関（以下「検診機関」

という。）に対して、財団検診実施依頼書（第３号様式）により依頼するものとす



 

る。 

（７）財団検診の検診料の請求及び支払 

  ア 検診を実施した検診機関は、当該検診料を財団検診料請求書（第４号様式）    

により、翌月１０日までに財団に請求するものとする。 

  イ 財団は、検診機関から検診料の請求があったときは、当該検診料から、財団    

の補助金額を差し引いた額を検診負担金とし、財団検診負担金請求書（第５号    

様式）を作成し、加入施設等経営者に通知するものとする。 

  ウ 加入施設等経営者は、上記イにより通知を受けたときには、登録職員から検   

診負担金を徴収し、財団の指定する口座に振込むものとする。 

  エ 財団は、検診負担金を受領したときは、当該検診負担金に財団の補助金を加    

え、財団検診料支払依頼書（第６号様式）により指定金融機関（以下「金融機

関」という。）に対し、検診機関の指定する口座への支払を依頼するとともに、

財団検診料支払通知書（第７号様式）により検診機関に通知するものとする。 

 

５ 委  任 

  この要領に定めるもののほか、人間ドック等検診補助事業の運営に必要な事項は、

理事長が別に定める。 

 

   附  則 

 （施行期日） 

  この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

 

 （旧要領の廃止） 

  平成４年８月１日施行の要領は、この要領の施行と同時に廃止する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１５年３月１２日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

    附  則 



 

  この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成２５年２月１日から施行する。 

 

    附  則 

  この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附  則 

    この要領は、平成２８年５月１３日から施行する。         

 

       附  則 

    この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

       附  則 

    この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 


